
証券コード 211A
2025年10月９日

(電子提供措置の開始日 2025年10月１日)
株 主 各 位

山 口 市 小 郡 黄 金 町 ７ 番 17 号
株式会社カドス・コーポレーション
代 表 取 締 役 社 長 工 藤 博 丈

第27回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第27回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ

うご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「2025年7月期定時株主総会招集通知及び株主総会資料」として電子提供措置事項を掲載
しております。

当社ウェブサイト
https://cados.jp/ir/meeting

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧
書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、インターネット又は書面により議決権を行使することができま
すので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、後記「議決
権行使の方法についてのご案内」に基づき、2025年10月23日（木曜日）午後６時までに議決
権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

１．日 時 2025年10月24日（金曜日）午前10時
２．場 所 山口県山口市小郡黄金町１番１号 山口グランドホテル２階 ダイヤモンドの間
３．目 的 事 項

報告事項 第27期（2024年８月１日から2025年７月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額決定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬総額決定の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
し上げます。

◎インターネットにより議決権を行使される場合は、４頁に記載の案内に従って賛否をご入力ください。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただき
ます。

※株主総会ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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議決権行使の方法についてのご案内
議決権行使の方法は、以下の方法がございます。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
ご行使いただきますようお願い申し上げます。

１．議決権の行使方法について
株主総会にご出席の場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
開催日時 2025年10月24日（金曜日）午前10時

インターネットによる行使の場合
次ページの「インターネットによる議決権行使について」をご高覧のうえ、賛否を
ご入力ください。
行使期限 2025年10月23日（木曜日）午後 6 時まで

書面による行使の場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされ
たものとして取り扱わせていただきます。
行使期限 2025年10月23日（木曜日）午後 6 時到着

２．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
⑴ 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有

効とさせていただきます。
⑵ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせて

いただきます。
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議 決 権 行 使 書
御中

株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.

2.

3.

4.
）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年 ×月××日

見本

見本

「次へすすむ」を
クリック

「ログイン」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※ＱＲコードは、株式会社デンソー
ウェーブの登録商標です。

1

2

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

1

2

3

4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

議決権行使書用紙の裏面左下に記載された
「パスワード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使で
ご不明な点は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間 ９：00～ 21：00）

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

「初期パスワード｣
を入力

「登録｣をクリック

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

インターネットによる議決権行使について
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益の還元を図りながら、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保

を確保しつつ、安定した配当を続けていくことを基本方針としております。この基本方針に基づき、当期業績
の傾向及び今後の事業環境を考慮し、以下のとおり期末配当を行いたいと存じます。

期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき150円 総額 151,035,000円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2025年10月27日
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第２号議案から第６号議案までに共通するご参考事項
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化に継続的に

取り組んでまいりました。当社を取り巻く事業環境が急激に変化するなか、取締役会の経営に関する意思決定
の迅速化・効率化及び監督機能の強化をさらに推し進めるために、今般、「監査等委員会設置会社」に移行い
たしたく、第２号議案から第６号議案までの各議案をお諮りするものであります。

第２号議案 定款一部変更の件
現行の定款の一部を次のとおり変更いたしたいと存じます。なお、本議案は本総会終結の時をもって効力が

生じるものといたします。

１．定款変更の理由
(1) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設

並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2) 上記変更に伴い、条数の整備等所要の変更を行うものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案

第１章 総 則 （現行どおり）
第１条〜第４条（条文省略） 第１条〜第４条（現行どおり）
（機関の設置）
第５条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、

次の機関を置く。
１．取締役会
２．監査役
３．監査役会
４．会計監査人

（機関の設置）
第５条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、

次の機関を置く。
１．取締役会
（削除）
２．監査等委員会
３．会計監査人

第２章 株 式 （現行どおり）
第６条〜第１１条（条文省略） 第６条〜第１１条（現行どおり）

第３章 株主総会 （現行どおり）
第１２条〜第１８条（条文省略） 第１２条〜第１８条（現行どおり）

第４章 取締役及び取締役会 （現行どおり）
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（下線部は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案

（取締役の員数）
第１９条 当会社の取締役は３名以上１０名以内

とする。
（新設）

（取締役の員数）
第１９条 当会社の取締役は、１０名以内とす

る。
２ 前項の取締役のうち、監査等委員である
取締役は、５名以内とする。

（取締役の選任）
第２０条 当会社の取締役の選任は、株主総会に

おいて議決権を行使することができる株主
の議決権の３分の１以上を有する株主が出
席し、出席した当該株主の議決権の過半数
をもって行う。

２（条文省略）

（取締役の選任）
第２０条 当会社の取締役の選任は、監査等委員

である取締役とそれ以外の取締役とを区別
して、株主総会において議決権を行使する
ことができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数をもって行う。

２（現行どおり）
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（取締役の任期）
第２１条 取締役の任期は、選任後２年以内の終

了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。

（新設）

２ 補欠又は増員により選任された取締役の
任期は、前任取締役又は他の在任取締役の
任期の満了すべき時までとする。

（新設）

（取締役の任期）
第２１条 取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の任期は、選任後１年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までとする。

２ 監査等委員である取締役の任期は、選任
後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会終結の時まで
とする。

３ 増員又は補欠として選任された取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の任期
は、他の現任取締役の任期の満了する時ま
でとする。

４ 退任した監査等委員である取締役の補欠
として選任された監査等委員である取締役
の任期は、退任した監査等委員である取締
役の任期の満了する時までとする。
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（下線部は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案

（代表取締役及び役付取締役）
第２２条 取締役会の決議をもって、取締役の中

から代表取締役若干名を選定する。

２ 取締役会は、その決議によって、取締役
会長及び取締役社長各１名、取締役副社
長、専務取締役及び常務取締役を各若干名
選定することができる。

（代表取締役及び役付取締役）
第２２条 取締役会の決議をもって、取締役（監

査等委員である取締役を除く。）の中から
代表取締役若干名を選定する。

２ 取締役会は、その決議によって、取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の中か
ら取締役会長及び取締役社長各１名、取締
役副社長、専務取締役及び常務取締役を各
若干名選定することができる。

（取締役会の招集権者及び議長）
第２３条 （条文省略）

２ 取締役会の招集通知は、各取締役及び各
監査役に対し、会日の３日前までに発す
る。ただし、緊急を要する場合は短縮する
ことができる。

３ 取締役会は、取締役及び監査役の全員の
同意があるときは、招集の手続を経ること
なく開催することができる。

（取締役会の招集権者及び議長）
第２３条 （現行どおり）

２ 取締役会の招集通知は、各取締役に対
し、会日の３日前までに発する。ただし、
緊急を要する場合は短縮することができ
る。

３ 取締役会は、取締役全員の同意があると
きは、招集の手続を経ることなく開催する
ことができる。

第２４条（条文省略） 第２４条（現行どおり）
（取締役会の決議の省略）
第２５条 取締役が取締役会の決議の目的である

事項について提案をした場合において、当
該提案につき取締役（当該事項について決
議に加わることができるものに限る。）の
全員が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときは、当該提案を可決する
旨の取締役会の決議があったものとみな
す。ただし、監査役が異議を述べたとき
は、この限りではない。

（取締役会の決議の省略）
第２５条 取締役が取締役会の決議の目的である

事項について提案をした場合において、当
該提案につき取締役（当該事項について決
議に加わることができるものに限る。）の
全員が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときは、当該提案を可決する
旨の取締役会の決議があったものとみな
す。
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（下線部は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案

（新設）
（重要な業務執行の決定の委任）
第２６条 会社法第３９９条の１３第６項の規定

により、取締役会の決議によって、重要な
業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を
除く。）の決定の全部又は一部を取締役に
委任することができる。

（取締役会議事録）
第２６条 取締役会の議事については、法務省令

に定めるところにより議事録を作成し、出
席した取締役及び監査役がこれに署名若し
くは記名押印又は電子署名を行う。

（取締役会議事録）
第２７条 取締役会の議事については、法務省令

に定めるところにより議事録を作成し、出
席した取締役がこれに署名若しくは記名押
印又は電子署名を行う。

第２７条〜第２８条（条文省略） 第２８条〜第２９条（現行どおり）
（取締役の報酬等）
第２９条 取締役の報酬、賞与その他の職務遂行

の対価として当会社から受ける財産上の利
益（以下「報酬等」という。）は、株主総
会の決議をもってこれを定める。

（取締役の報酬等）
第３０条 取締役の報酬、賞与その他の職務遂行

の対価として当会社から受ける財産上の利
益（以下「報酬等」という。）は、監査等
委員である取締役とそれ以外の取締役とを
区別して、株主総会の決議をもってこれを
定める。

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査等委員会
（監査役の員数）
第３０条 当会社の監査役は、３名以上５名以内

とする。
（削除）
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（下線部は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案

（監査役の選任）
第３１条 当会社の監査役の選任は、株主総会に

おいて議決権を行使することができる株主
の議決権の３分の１以上を有する株主が出
席し、出席した当該株主の議決権の過半数
をもって行う。

２ 当会社は、会社法第３２９条第3項の規
定に基づき、法令に定める監査役の員数を
欠くこととなる場合に備えて、株主総会に
おいて補欠監査役を選任することができ
る。

３ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
力を有する期間は、選任後４年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会が開催されるまでの間とする。

（削除）

（監査役の任期）
第３２条 監査役の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。

２ 補欠により選任された監査役の任期は、
前任監査役の任期の満了すべき時までとす
る。

（削除）

（常勤の監査役）
第３３条 監査役会は、その決議によって常勤の

監査役を選定する。

（常勤の監査等委員）
第３１条 監査等委員会は、その決議によって監

査等委員の中から常勤の監査等委員を選定
することができる。
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（下線部は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案

（監査役会の招集）
第３４条 監査役会は、各監査役が招集する。

２ 監査役会の招集通知は、会日の３日前ま
でに各監査役に対して発する。ただし、緊
急の必要があるときは、この期間を短縮す
ることができる。

３ 監査役全員の同意があるときは、招集の
手続を経ないで監査役会を開催することが
できる。

（監査等委員会の招集）
第３２条 監査等委員会は、各監査等委員が招集

する。
２ 監査等委員会の招集通知は、会日の３日
前までに各監査等委員に対して発する。た
だし、緊急の必要があるときは、この期間
を短縮することができる。

３ 監査等委員全員の同意があるときは、招
集の手続を経ないで監査等委員会を開催す
ることができる。

（監査役会の決議方法）
第３５条 監査役会の決議は、法令に別段の定め

がある場合を除き、監査役の過半数をもっ
て行う。

（監査等委員会の決議方法）
第３３条 監査等委員会の決議は、法令に別段の

定めがある場合を除き、議決に加わること
ができる監査等委員の過半数が出席し、そ
の過半数をもって行う。

（監査役会議事録）
第３６条 監査役会の議事については、法務省令

に定めるところにより議事録を作成し、出
席した監査役がこれに署名若しくは記名押
印又は電子署名を行う。

（監査等委員会議事録）
第３４条 監査等委員会の議事については、法務

省令に定めるところにより議事録を作成
し、出席した監査等委員がこれに署名若し
くは記名押印又は電子署名を行う。

（監査役会規程）
第３７条 監査役会に関する事項は、法令又は本

定款のほか、監査役会において定める監査
役会規程による。

（監査等委員会規程）
第３５条 監査等委員会に関する事項は、法令又

は本定款のほか、監査等委員会において定
める監査等委員会規程による。
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（下線部は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案

（監査役の責任免除）
第３８条 当会社は、会社法第４２６条第１項の

規定により、取締役会の決議によって、同
法第４２３条第１項の監査役（監査役であ
った者も含む。）の責任を法令の限度内に
おいて免除することができる。

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規
定により、監査役との間に、同法第４２３
条第１項の責任を限定する契約を締結する
ことができる。ただし、当該契約に基づく
責任の限度額は、法令が規定する額とす
る。

（削除）

（監査役の報酬等）
第３９条 監査役の報酬等は、株主総会の決議を

もってこれを定める。
（削除）

第６章 会計監査人 （現行どおり）
第４０条〜第４１条（条文省略） 第３６条〜第３７条（現行どおり）
（会計監査人の報酬等）
第４２条 会計監査人の報酬等は、代表取締役社

長が監査役会の同意を得て定める。

（会計監査人の報酬等）
第３８条 会計監査人の報酬等は、代表取締役社

長が監査等委員会の同意を得て定める。
第７章 計 算 （現行どおり）

第４３条〜第４６条（条文省略） 第３９条〜第４２条（現行どおり）
（新設） （附則）
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（下線部は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案

（新設）
（監査役の責任免除に関する経過措置）
１．当会社は、会社法第４２６条第１項の規定に
より、２０２５年１０月２４日開催定時株主総
会において決議された定款の一部変更の効力が
生ずる前の行為に関する同法第４２３条第１項
に規定する監査役（監査役であった者を含む。）
の損害賠償責任を法令の限度において、取締役
会の決議によって免除することができる。

２．２０２５年１０月２４日開催定時株主総会に
おいて決議された定款の一部変更の効力が生ず
る前に在任していた監査役（監査役であった者
を含む。）の行為に関する同法第４２３条第１
項の賠償責任を限定する契約については、なお
同株主総会の決議による変更前の定款第３８条
第２項の定めるところによる。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
当社は第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって監査等

委員会設置会社へ移行し、取締役全員（５名）は任期満了となります。
つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案は第２号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

１

すぎた しげき

杉田 茂樹
（1955年12月13日生）
在任年数 26年９ヶ月

再 任

1980年10月 大和ハウス工業株式会社 入社
1998年11月 カドス・コーポレーション 創業
1999年 2月 有限会社カドス・コーポレーション

（現当社）設立、代表取締役社長
2019年 5月 株式会社ネクストライト設立、代表取締役

（現任）
2019年 5月 株式会社せんじゅ設立、代表取締役（現

任）
2022年 8月 当社 代表取締役会長（現任）

69,800株

（重要な兼職の状況）
株式会社ネクストライト 代表取締役
株式会社せんじゅ 代表取締役
取締役候補者とした理由
杉田茂樹氏は、当社創業者として長年にわたり代表取締役を務め、これ
までの実績に裏付けられた経営者としての実力と見識により、取締役候
補者とするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

２

くどう ひろたけ

工藤 博丈
（1970年８月10日生）
在任年数 ９年３ヶ月

再 任

1995年 4月 株式会社なめら 入社
1997年 4月 株式会社一条工務店 入社
2002年 8月 有限会社カドス・コーポレーション

（現当社） 入社
2016年 8月 当社 取締役
2020年 8月 当社 常務取締役
2022年 8月 当社 代表取締役社長（現任）

15,000株

取締役候補者とした理由
工藤博丈氏は、長年にわたり当社の営業活動に携わり、代表取締役とし
て事業運営全般の重要な役割を担っていることから、取締役候補者とす
るものであります。

３

なす きよし

那須 聖
（1971年１月24日生）
在任年数 ５年３ヶ月

再 任

1994年 4月 株式会社山口銀行 入行
2020年 2月 当社 入社、管理部副部長
2020年 8月 当社 取締役管理部長
2025年 8月 当社 取締役経営企画室長（現任）

1,500株

取締役候補者とした理由
那須聖氏は、金融機関での豊富な経験と知識を有しており、内部管理面
での機能強化に重要な役割を担っていることから、取締役候補者とする
ものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

４

えんどう まさひと

円道 正仁
（1960年７月24日生）

新 任

1984年 4月 清水建設株式会社 入社
2020年 9月 安田ファシリティワークス株式会社 入社
2021年 4月 株式会社AKDクリエイティブ･ワン株式会

社 入社
2022年 4月 当社 入社、工事部副部長
2022年 8月 当社 執行役員工事部副部長
2023年 8月 当社 執行役員工事部長（現任）

−株

取締役候補者とした理由
円道正仁氏は、大手建設会社並びに当社において技術部門責任者を務め
ており、当業界に精通した豊富な知見を活かし、当社の更なる技術力向
上や持続的な成長のため、経営手腕が発揮されることを期待し、取締役
候補者とするものであります。

５

とくだ てつお

德田 哲夫
（1974年８月１日生）

新 任

1993年10月 株式会社シティズ 入社
1995年12月 ウベハウス中海工業株式会社 入社
2004年10月 株式会社原弘産 入社
2009年10月 有限会社アドレ・エステート 入社
2018年 3月 同社 取締役
2019年 8月 当社 入社
2023年 8月 当社 建設営業部副部長
2023年 9月 当社 不動産営業部副部長
2025年10月 当社 不動産営業部長（現任）

4,500株

取締役候補者とした理由
德田哲夫氏は、当社の営業部門責任者として企業価値の向上に尽力して
おり、その経験と知識を活かし、当社の更なる企業価値の向上のために
経営手腕が発揮されることを期待し、取締役候補者とするものでありま
す。
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（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、第三者訴訟、株

主代表訴訟等により、当社取締役を含む被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を当該保険契約によっ
て填補することとしております。ただし、当社が被保険者に対して損害賠償責任を追及する場合を除きます。なお、保険料
は当社が全額負担のうえ、１年毎に契約更新しており、次回更新時は同様の内容で更新する予定であります。各候補者が取
締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
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第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
当社は第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって監査等

委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案は第２号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

１

やすえ りゅういち

安江 隆一
（1956年９月24日生）
監査役在任年数 ５年４ヶ月

新 任
独立役員

社外取締役候補者

1982年 4月 大成建設株式会社 入社
2016年 6月 大成設備株式会社 常勤監査役
2020年 7月 当社 常勤監査役（現任）

−株

監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割
安江隆一氏は、当社の社外監査役を５年間勤め、事業内容等に精通して
おり、建設業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有してい
ることから、監査等委員である取締役候補者とするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

２

ふじうら としあき

藤浦 敏明
（1971年５月８日生）
監査役在任年数 ４年

新 任
独立役員

社外取締役候補者

1999年10月 監査法人トーマツ
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所

2015年 9月 株式会社ベガコーポレーション 取締役
2019年 6月 Regards合同会社 代表社員（現任）

藤浦公認会計士事務所（現 藤浦公認会計
士・税理士事務所）開業、代表者（現任）

2021年10月 当社 非常勤監査役（現任）
2022年 4月 株式会社WISHシステムコンサルティング

非常勤監査役（現任）

−株

（重要な兼職の状況）
Regards合同会社 代表社員
藤浦公認会計士・税理士事務所 代表者
監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割
藤浦敏明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門的
な知識、経験等を経営全般の監視と適正な監査活動に生かしていただく
観点から、監査等委員である取締役候補者とするものであります。

３

きのした ゆかこ

木下 結香子
（1986年９月27日生）

（戸籍上の氏名：田村 結香子)
監査役在任年数 ２年

新 任
独立役員

社外取締役候補者

2014年 1月 弁護士法人大手町法律事務所 入所
2017年 4月 北九州市（任期付職員） 入職
2020年 4月 弁護士法人大手町法律事務所 入所
2023年10月 当社 非常勤監査役（現任）
2024年11月 阿部哲茂法律事務所 入所（現任）

−株

監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割
木下結香子氏は、弁護士資格を有しており、法律の専門家として取締役
の業務執行に対する監査・監督機能強化に貢献いただけるものと判断
し、監査等委員である取締役候補者とするものであります。同氏は、直
接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役と
しての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

４

こが じゅんこ

古賀 純子
（1982年６月17日生）
（戸籍上の氏名：釘宮 純子)
取締役在任年数 ２年

新 任
独立役員

社外取締役候補者

2010年 1月 近江法律事務所 入所（現任）
2021年11月 ＬＥシステム株式会社 非常勤監査役
2023年10月 当社 非常勤取締役（現任)

−株

監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割
古賀純子氏は、弁護士資格を有しており、法律の専門家として取締役の
業務執行に対する監査・監督機能強化に貢献いただけるものと判断し、
監査等委員である取締役候補者とするものであります。同氏は、直接会
社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役として
の職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）１．各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各監査等委員である取締役候補者は、社外取締役の候補者であります。
３．当社は、東京証券取引所に対し、各監査等委員である取締役候補者を独立役員として届け出る予定であります。
４．当社は、安江隆一氏、藤浦敏明氏及び木下結香子氏との間に、社外監査役としてその期待される役割を十分に発揮できるよ

う責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低限度額となり
ます。各氏の選任が承認された場合には、社外取締役としてその期待される役割を十分に発揮できるよう同内容の責任限定
契約を締結する予定であります。

５．当社は、古賀純子氏との間に、社外取締役としてその期待される役割を十分に発揮できるよう責任限定契約を締結してお
り、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低限度額となります。同氏の選任が承認され
た場合には、当該契約を継続する予定であります。

６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、第三者訴訟、株
主代表訴訟等により、当社取締役を含む被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を当該保険契約によっ
て填補することとしております。ただし、当社が被保険者に対して損害賠償責任を追及する場合を除きます。なお、保険料
は当社が全額負担のうえ、１年毎に契約更新しており、次回更新時は同様の内容で更新する予定であります。各候補者が取
締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

― 21 ―

2025年09月24日 17時31分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額決定の件

当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行
いたします。
当社の取締役の報酬額は、2019年８月19日開催の臨時株主総会において、月額10百万円以内と決議いただ

き現在に至っておりますが、ガバナンス強化の観点から社外取締役の増員に柔軟に対応することができるよう
にするため、これを廃止したうえで新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額を定めるこ
ととし、年額１２０百万円以内とさせていただきたいと存じます。
本議案については、当社の事業規模、現行の役員報酬体系やその支給水準に加え、今後のガバナンス強化の

要請等へ柔軟に対応することができるようにすることなどを総合的に勘案し、相当であるものと判断しており
ます。
なお、当該報酬総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
現在の取締役は５名（うち社外取締役２名）でありますが、第２号議案及び第３号議案「取締役（監査等委

員である取締役を除く。）５名選任の件」をご承認いただきますと、本議案に係る取締役（監査等委員である
取締役を除く。）は５名となります。
なお、本議案は第２号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
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第６号議案 監査等委員である取締役の報酬総額決定の件

当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行
いたします。
つきましては、監査等委員である取締役の報酬総額を定めることとし、年額２１百万円以内とさせていただき
たいと存じます。
本議案については、当社のガバナンスにおいて監査等委員が果たすべき職責、今後のガバナンス強化の要請等
へ柔軟に対応することができるようにすること等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと
判断しております。
本議案に係る監査等委員である取締役は、第２号議案及び第４号議案「監査等委員である取締役４名選任の
件」をご承認いただきますと、４名となります。
なお、本議案は第２号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

以 上
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事 業 報 告

（2024
2025

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

１．株式会社の現況に関する事項
（1）当事業年度の事業の状況

当事業年度におけるわが国経済は、企業の賃上げによる所得環境の改善や好調なインバウンド需要に支え
られ、景気は緩やかな回復基調を維持しました。しかしながら、急激な物価上昇による個人消費への影響、
円安の長期化、ウクライナや中東における国際情勢の緊張、さらには米国の輸入関税引き上げへの不安もあ
り、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。
建設業界におきましても、政府による建設投資や民間設備投資は堅調に推移しているものの、依然として

建設資材価格の高騰や、技能労働者不足による労務費の高騰が建設コスト全体の上昇につながり、厳しい経
営環境が続いております。
このような状況の中で、当社は、建設事業においては、ドラッグストア、食品スーパー、家電量販店、ホ

ームセンター等の大型店舗出店企業や、飲食店、コンビニエンスストア等の中・小型店舗出店企業のうち、
出店意欲の高い企業を受注ターゲットとする一方で、建設資材価格や労務費の高騰を考慮した適正な販売価
格設定を実施するという、収益性を意識した営業活動を行ってまいりました。さらに、受注先のバランスを
意識した出店情報と土地情報の収集にも引き続き注力してまいりました。建設工事の進捗管理面におきまし
ても、工期についての受注先のニーズを優先しつつ、無理のない安全な工程により工事を進められるよう、
受注案件の工期の平準化を図るなど、営業部門と工事部門の一層の連携強化により、円滑な工事の進行を推
進してまいりました。
不動産事業においては、収益規模の安定・拡大を図るため、新たな賃貸用不動産を取得するなど、積極的

な投資活動を進める一方で、販売用不動産の取得についても引き続き情報収集に努めてまいりました。
この結果、当事業年度の売上高は、前期末時点の受注残高や当期受注案件の順調な進捗、また、不動産賃

貸収入の増加や不動産販売の実現も寄与し、7,587百万円（前期比17.2％増）となりました。利益面につき
ましては、収益性を意識した営業活動の推進により、売上総利益率は21.0％（前年同期は19.4％）となり
ました。販売費及び一般管理費については、人件費の増加を主な要因として654百万円（前期比6.2％増）
となりましたが、売上高の増加と売上総利益率の改善により、営業利益は937百万円（前期比47.0％増）、
経常利益は937百万円（前期比55.9％増）、当期純利益は658百万円（前期比62.4％増）と前期比増収増益
となりました。
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セグメント別の経営成績は以下のとおりであります。

（建設事業）
建設事業売上高は、前期末時点の受注残高や当期受注案件の順調な進捗により5,883百万円（前期比

20.9％増）、翌事業年度への繰越工事高は1,378百万円となりました。また、建設資材価格や労務費の
高騰による工事原価の負担もありましたが、収益性を意識した営業活動の推進により、セグメント利益
は497百万円（前期比255.4％増）となりました。

（不動産事業）
不動産事業売上高は、新規取得した賃貸用不動産による不動産賃貸収入の増加や不動産販売の実現に

より1,703百万円（前期比6.1％増）となりましたが、賃貸用不動産の新規取得に伴う一時費用の発生
により、セグメント利益は439百万円（前期比11.6％減）となりました。

セグメント別売上高

区 分
前 期 当 期 前期比増減

金 額
（百万円）

構成比
（％）

金 額
（百万円）

構成比
（％）

金 額
（百万円）

増減率
（％）

建 設 事 業 4,868 75.2 5,883 77.5 1,015 20.9
不 動 産 事 業 1,606 24.8 1,703 22.5 97 6.1
合 計 6,475 100.0 7,587 100.0 1,112 17.2

セグメント別営業利益

区 分
前 期 当 期 前期比増減

金 額
（百万円）

構成比
（％）

金 額
（百万円）

構成比
（％）

金 額
（百万円）

増減率
（％）

建 設 事 業 140 22.0 497 53.1 357 255.4
不 動 産 事 業 497 78.0 439 46.9 △57 △11.6
合 計 637 100.0 937 100.0 299 47.0

（2）設備投資の状況
当事業年度に実施した設備投資の総額は、840百万円であり、その主なものは、不動産事業における賃貸

用の建物729百万円の取得であります。
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（3）資金調達の状況
当事業年度は、金融機関からの借入等による資金調達は行っておりませんが、手元資金により、長期借入

金951百万円の繰上返済を実行しました。その結果、当事業年度末の有利子負債の残高は、前事業年度末と
比べ1,037百万円減の757百万円となりました。

（4）対処すべき課題
①経営資源の選択と集中
本社を構える山口県は、人口減少や少子高齢化が急速に進む一方、福岡県と広島県については、就業・生

活スタイルの変化に伴い、東京一極集中からの受け皿として、現状程度の商業・人口集積を維持するものと
見込んでおります。したがって、建設事業においては、山口県の売上規模は維持しつつ、人を含む経営資源
を両県に重点投入し、不動産事業においても、同地域での保有物件をさらに増加させる方針です。
②人材の確保と定着
ビジネス機会を着実に取り込むためには、人材の確保・強化が不可欠であります。当社は、従来から性

別・国籍・年齢などの区別なく、新卒・中途採用を行っていることに加えて、60歳以上の中途採用や継続雇
用も積極的に実施し、個人の健康状態・勤労意欲に応じて個別に労働条件設定を行い、希望する年齢まで働
ける環境を整えてまいります。また、多様な働き方を制度・運用の両面で実現（時差勤務、介護・育児休暇
の取得奨励等）することで、事業発展の前提となる優秀な人材の確保と定着に努めてまいります。
③サステナビリティへの取り組み
当社にとっても、気候変動による平均気温の上昇が及ぼす影響は甚大であり、上昇の抑制に貢献すること

は、リスクの減少のみならず収益機会の拡大にもつながる課題であると認識しております。したがって、将
来の温室効果ガス（GHG）排出量の削減に向けて、太陽光発電設備の設置推進や、非化石証書（トラッキン
グ付）を付加した再生可能エネルギー由来の電力調達の順次拡充、また、役社員へのHV・電気自動車の利
用奨励など、SDGsへの取り組みを進めてまいります。
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（5）財産及び損益の状況の推移

区 分 第24期
2022年７月期

第25期
2023年７月期

第26期
2024年７月期

第27期
2025年７月期
（当事業年度）

売 上 高（百万円） 4,522 5,659 6,475 7,587
経 常 利 益（百万円） 471 511 601 937
当 期 純 利 益（百万円） 312 365 405 658
１株当たり当期純利益（円） 417.22 487.84 533.72 670.73
総 資 産（百万円） 6,389 7,667 8,403 7,821
純 資 産（百万円） 2,704 3,045 4,100 4,361
1株当たりの純資産額（円） 3,605.89 4,060.39 4,050.19 4,331.24

（注）当社は第26期（2024年5月1日付）において普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。上記では第24期（2022
年7月期）の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

（6）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

（7）主要な事業内容
事 業 区 分 事 業 内 容

建設事業 ・一般建築事業

不動産事業
・不動産賃貸及び販売事業
・太陽光発電事業
・不動産仲介事業
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（8）主要な営業所（2025年７月31日現在）
本社 山口本社（山口県山口市）
営業所 広島営業所（広島県広島市）、福山営業所（広島県福山市）

（9）従業員の状況（2025年７月31日現在）
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

96名 3名減 45.1歳 7.1年
（注）従業員数は正社員の就業人員であり、臨時雇用者（人材派遣会社からの派遣社員等）は1名（派遣社員）であります。

（10）主要な借入先及び借入額（2025年７月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 257百万円

（11）その他株式会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株式に関する事項（2025年７月31日現在）
（1）発行可能株式総数 3,600,000株

（2）発行済株式の総数 1,012,500株（自己株式を含む）

（3）当事業年度末の株主数 1,172名

（4）上位10名の株主
株 主 名 持 株 数（株） 持 株 比 率（％）

株 式 会 社 ネ ク ス ト ラ イ ト 197,500 19.61
株 式 会 社 せ ん じ ゅ 162,500 16.13
杉 田 茂 樹 69,800 6.93
カドス・コーポレーション従業員持株会 35,600 3.53
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUSーMARGIN(CASHPB) 31,300 3.10
上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 17,100 1.69
中 村 真 典 15,700 1.55
森 秀 信 15,400 1.52
工 藤 博 丈 15,000 1.48
杉 田 千 佳 子 13,500 1.34

（注）持株比率は、自己株式（5,600株）を除いて算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

３．新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に当社使用人に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の状況（2025年７月31日現在）

氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 の 状 況

杉 田 茂 樹 代表取締役 会長 ㈱ネクストライト 代表取締役
㈱せんじゅ 代表取締役

工 藤 博 丈 代表取締役 社長
那 須 聖 取締役 管理部長
稲 葉 和 彦 取締役
古 賀 純 子 取締役
安 江 隆 一 監査役（常勤）

藤 浦 敏 明 監査役 Regards(同) 代表社員
藤浦公認会計士・税理士事務所 代表者

木 下 結香子 監査役
（注）１．取締役稲葉和彦氏及び古賀純子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役安江隆一氏、藤浦敏明氏及び木下結香子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役藤浦敏明氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
４．監査役藤浦敏明氏は、Regards合同会社の代表社員、藤浦公認会計士・税理士事務所の代表者を兼任しておりますが、当社

との間に重要な取引その他の関係はありません。
５．当社は、社外取締役稲葉和彦氏及び古賀純子氏並びに社外監査役安江隆一氏、藤浦敏明氏及び木下結香子氏を証券取引所の

定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役稲葉和彦氏、古賀純子氏及び社外監査役安江隆一氏、藤浦敏明氏、木下結香子氏は、会

社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。

（3）補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
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（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。当該保険契約の範囲は、当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料
を負担しておりません。保険期間中に被保険者に対して提起された会社訴訟、株主代表訴訟、第三者訴訟に
係る損害賠償金、争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務
の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行っ
た行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。

（5）取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分
報 酬 等 の 総 額
（百 万 円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （百 万 円） 対 象 と な る
役 員 の 員 数

（名）基 本 報 酬
業 績 連
動 報 酬 等

非 金 銭
報 酬 等

取 締 役
（うち社外取締役）

72
(5)

72
(5)

−
(−)

−
(−)

5
(2)

監 査 役
（うち社外監査役）

15
(15)

15
(15)

−
(−)

−
(−)

3
(3)

合 計
（う ち 社 外 役 員）

87
(20)

87
(20)

−
(−)

−
(−)

8
(5)

（注）１．取締役の報酬限度額は、2019年８月19日開催の臨時株主総会において月額10百万円以内（当該株主総会終結時点の取締役
の員数は６名）と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、2023年10月26日開催の定時株主総会において年額18百万円以内（当該株主総会終結時点の監査
役の員数は３名）と決議いただいております。

３．取締役の個人別の報酬等は、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて職責を全うすることを考慮し、取締
役報酬規程の役位別基準に基づき、経営環境等を勘案して定額報酬としております。なお透明性、客観性を確保するため、
過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会へ諮問し助言を得て、取締役会において決定されます。
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（6）社外役員の主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役 稲 葉 和 彦
当事業年度の取締役会全13回のうち12回に出席し、主に管理面におけ
る他社での豊富な業務経験、知識等を生かし、議案・審議等につき必要
な発言を適宜行っております。

取締役 古 賀 純 子
当事業年度の取締役会全13回の全てに出席し、弁護士として主に法律面
における豊富な業務経験、知識等を生かし、議案・審議等につき必要な
発言を適宜行っております。

監査役 安 江 隆 一

当事業年度の取締役会全13回の全てに出席し、建設業界における豊富な
業務経験、知識等を生かし、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っ
ております。
また、当事業年度の監査役会全14回の全てに出席し、監査の実効性、経
営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に努めるなど、監査
役としての職務を適切に遂行しております。

監査役 藤 浦 敏 明

当事業年度の取締役会全13回の全てに出席し、公認会計士として主に会
計面における豊富な業務経験、知識等を生かし、議案・審議等につき必
要な発言を適宜行っております。
また、当事業年度の監査役会全14回の全てに出席し、監査の実効性、経
営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に努めるなど、監査
役としての職務を適切に遂行しております。

監査役 木 下 結香子

当事業年度の取締役会全13回の全てに出席し、弁護士として主に法律面
における豊富な業務経験、知識等を生かし、議案・審議等につき必要な
発言を適宜行っております。
また、当事業年度の監査役会全14回の全てに出席し、監査の実効性、経
営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に努めるなど、監査
役としての職務を適切に遂行しております。
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５．会計監査人に関する事項
（1）当社の会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 報酬等の額 18百万円
② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 18百万円

（注）1．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、関係部署及び会計監査人か
らの必要書類を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況、報酬額の見積りの妥当性
などを検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

2．当社と会計監査人の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額等を明確に
区分しておらず、かつ、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載して
おります。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査

役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に
招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は

会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主
総会に提案します。
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６．業務の適正を確保するための体制及び運用状況
当社は「内部統制システム構築に関する基本方針」及び体制整備に必要な事項について次のとおり取締役会

において決議いたしております。
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法第362条第４項第６

号、会社法施行規則第100条第１項第４号）
①取締役は、法令・定款及び当社の経営理念を遵守することが企業経営における優先事項と位置付け、「コ
ンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス遵守を推進する組織として、コンプライアンス委員会
を組織し、法令違反、企業倫理上の問題、会社経営に影響を及ぼす重大なリスクが発生する事態の未然の
防止、また問題が発生した場合の損失を最小化するための対策を講じており、当該対策の有効性を定期的
にモニタリングします。

②内部監査及び監査役監査を実施し、取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合していることを確
認します。

③取締役会の業務執行監督機能を強化するとともに、意思決定の透明性の確保のため、社外取締役を招聘し
ております。

④コンプライアンス遵守に関して、内部通報制度を設けて、業務執行に係るコンプライアンス違反及びその
おそれに関して、通報・相談を受け付ける窓口を設置しております。

⑤反社会的勢力の排除を「反社会的勢力対応規程」に定め、不当な利益供与等に対して、断固たる態度で対
応します。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制（会社法施行規則第100条第１項第１号）
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規

程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存します。また、その他関連規程
は、必要に応じて適時見直し等の改善を行います。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第１項第２号）
①当社の事業に関連して想定可能なリスクを認識・評価する組織としてコンプライアンス委員会を開催する
ことにより、関連部署におけるリスクの把握、個別リスクに対する予防策の検討、リスクが顕在化した場
合の早期解決及び損害の極小化、並びに解決した危機の再発防止を図ります。

②各業務執行取締役は、その所掌の範囲のリスクを洗出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会
に報告します。

③取引・信用管理等については、「与信管理規程」「与信事務取扱マニュアル」「外注管理規程」に基づき、
与信リスクに対する適切な管理を実施します。

④各事業部及び営業所は諸規程に基づく権限の範囲内で職務を遂行します。権限を越える職務を行う場合に
は、取締役会等による決裁を要し、承認された職務の遂行に係るリスクを管理します。

⑤内部監査担当者は、各部署のリスク状況を監査し、その結果は内部監査責任者を通じて社長に報告しま
す。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第１項第３
号）

①取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規
程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催します。

②「職務権限規程」等、職務執行に関連する規程を整備・運用し、必要な手続の範囲内で権限委譲を行うこ
とにより、取締役の職務執行の効率化を図ります。

（5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法施行規則第100条第１
項第４号）

①使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ため、「企業行動規範」「コンプライアンス規程」等の諸規程を定め、全ての使用人がイントラネットで随
時閲覧できる環境を整備しております。

②当社の役職員及び取引先の関係者が、法令違反その他のコンプライアンスに反する行為について、不利益
な処遇を受けることなく通報できるよう、社内のコンプライアンス担当部門及び社外の第三者機関を窓口
とする内部通報制度を整備し、運用します。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使
用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に
関する事項（会社法施行規則第100条第３項第１号、会社法施行規則第100条第３項第２号、会社法施行
規則第100条第３項第３号）

①当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置しておりませんが、監査役がその職務を補助すべき使用人
を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置
します。

②補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は
受けません。

（7）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制（会社法施行規則第100条第３項第４号、会社法施行規則第100条第３項
第５号）

①取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を
及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役に直接又は関係部署を通じて報告し、監査役と情
報を共有します。

②監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有します。
③重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査役に回付され、業務執行状況が逐一報告される体制を構築して
おります。

④①の報告を行った者に対し、内部通報制度に基づいて、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止しま
す。
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（8）監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項（会社法施行規則第100条第３
項第６号）
監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと

認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行います。

（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第３項第７
号）

①監査役は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制を構築しております。
②内部監査担当、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるよう、定期的に情
報交換を行います。

（10）財務報告の適正性を確保するための体制（金融商品取引法第24条の４の４）
①財務報告の適正性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付
け、財務報告の適正性確保を推進します。

②内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう
に管理します。

③財務報告の適正性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評
価を継続的に実施するとともに、評価結果を社長に報告します。

④必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行い
ます。

（11）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
①当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、「反社会的勢力対応規程」
において「法令遵守はもとより、社会の構成員として企業に求められる価値観・倫理観を堅持すること」
や「反社会的勢力には毅然とした態度で対応し、利益供与は一切行わない」旨を定めております。

②当社使用人に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や所轄警察署、弁護士等の外部専
門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取り組みを進めます。さらに「暴力
追放運動推進センター」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実
施しており、万一に備えた体制整備に努めてまいります。
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況）
当社は、上記業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めております。当事業年度におけ

る運用状況の概要は次のとおりです。
①取締役の職務の執行について
「取締役会規程」の定めにより定時取締役会を1か月に1回、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経

営の基本方針、法令で定められた事項、その他重要な事項を決定するとともに各部門の業務執行状況の監督、
業績の進捗確認を行っております。
②リスク管理体制について
「リスクマネジメント基本方針」「リスク管理規程」「コンプライアンス規程」を定めるとともに、社長を委

員長とするコンプライアンス委員会を四半期に1回開催し、リスク管理体制整備のほか、リスク管理策及びコ
ンプライアンスへの取り組み等の方針策定、実施状況の確認を行っております。
③内部監査の実施について
内部監査業務を専門に行う独立した部署である内部監査室を設置しており、「内部監査規程」「内部監査実施

マニュアル」に基づき従業員が法令や社内規程に基づいた業務を行っているか監査を実施し、内部監査責任者
が社長に監査結果を報告するとともに業務改善に向けた提言等を行っております。
④監査役の職務の執行について
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、稟議書などの書類の閲覧、代表取締役との意見交

換、事業部門等に対するヒアリング、事業拠点や建築現場への往査を行うとともに、内部監査室及び会計監査
人と定期的に情報交換を行い、監査を実施しております。

７．株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
該当事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年７月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 1,998,157 流 動 負 債 1,811,793

現 金 及 び 預 金 1,009,824 工 事 未 払 金 506,372
完成工事未収入金及び契約資産 719,276 一年以内償還予定の社債 500,000
仕 掛 販 売 用 不 動 産 14,380 一年以内返済予定の長期借入金 81,495
未 成 工 事 支 出 金 21,303 リ ー ス 債 務 1,125
貯 蔵 品 666 未 払 金 56,130
前 渡 金 14,250 未 払 費 用 93,031
前 払 費 用 55,671 未 払 法 人 税 等 254,267
未 収 入 金 12,703 未 成 工 事 受 入 金 75,966
未 収 消 費 税 等 1,929 前 受 金 76,297
そ の 他 148,938 預 り 金 26,841
貸 倒 引 当 金 △789 賞 与 引 当 金 120,000

完 成 工 事 補 償 引 当 金 15,400
固 定 資 産 5,823,394 そ の 他 4,865
有 形 固 定 資 産 4,422,710
建 物 2,345,264 固 定 負 債 1,648,630
構 築 物 148,047 長 期 借 入 金 540,183
機 械 及 び 装 置 70,220 リ ー ス 債 務 844
車 両 運 搬 具 0 退 職 給 付 引 当 金 93,590
工 具、 器 具 及 び 備 品 8,118 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 191,245
土 地 1,839,733 資 産 除 去 債 務 186,694
リ ー ス 資 産 1,706 長 期 預 り 敷 金 597,979
建 設 仮 勘 定 9,621 そ の 他 38,092

無 形 固 定 資 産 351,841 負 債 合 計 3,460,423
借 地 権 338,893 （純 資 産 の 部）
ソ フ ト ウ エ ア 11,515 株 主 資 本 4,361,128
施 設 利 用 権 等 1,432 資 本 金 119,043

投 資 そ の 他 の 資 産 1,048,842 資 本 剰 余 金 540,142
投 資 有 価 証 券 3,150 資 本 準 備 金 86,043
長 期 貸 付 金 19,983 そ の 他 資 本 剰 余 金 454,099
長 期 前 払 費 用 423,462 利 益 剰 余 金 3,719,566
敷 金 及 び 保 証 金 269,940 利 益 準 備 金 7,500
繰 延 税 金 資 産 332,305 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,712,066

繰 越 利 益 剰 余 金 3,712,066
自 己 株 式 △17,623
純 資 産 合 計 4,361,128

資 産 合 計 7,821,551 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,821,551
（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（自 2024
至 2025

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 5,883,958
不 動 産 事 業 売 上 高 1,703,949 7,587,908

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 4,817,366
不 動 産 事 業 売 上 原 価 1,179,244 5,996,610

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 1,066,592
不 動 産 事 業 総 利 益 524,705 1,591,297

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 654,005
営 業 利 益 937,291

営 業 外 収 益
受 取 利 息 5,648
補 助 金 収 入 1,021
建 設 協 力 金 精 算 益 5,831
そ の 他 2,740 15,241

営 業 外 費 用
支 払 利 息 13,184
社 債 保 証 料 750
そ の 他 1,265 15,200
経 常 利 益 937,332

特 別 損 失
減 損 損 失 13,093 13,093

税 引 前 当 期 純 利 益 924,239
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 328,068
法 人 税 等 調 整 額 △61,921 266,146
当 期 純 利 益 658,093

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 自 2024
至 2025

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで ）

（単位：千円）
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 119,043 86,043 748,194 834,237 7,500 3,140,035 3,147,535
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △86,062 △86,062
当 期 純 利 益 658,093 658,093
自己株式の取得
自己株式の処分 △294,094 △294,094
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − − △294,094 △294,094 − 572,030 572,030
当 期 末 残 高 119,043 86,043 454,099 540,142 7,500 3,712,066 3,719,566

（単位：千円）
株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合

計
当 期 首 残 高 − 4,100,816 4,100,816
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △86,062 △86,062
当 期 純 利 益 658,093 658,093
自己株式の取得 △346,588 △346,588 △346,588
自己株式の処分 328,964 34,869 34,869
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） −

事業年度中の変動額合計 △17,623 260,311 260,311
当 期 末 残 高 △17,623 4,361,128 4,361,128

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
（重要な会計方針に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券
市場価格のない株式等・・・移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛販売用不動産 ・・・個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ法）
未成工事支出金 ・・・個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ法）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産 (リース資産を除く)・・・定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、並びに2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3〜38年
構 築 物 3〜35年
機械装置 8〜17年

（2）無形固定資産 (リース資産を除く)・・・定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

（3）リース資産 ・・・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。

（4）長期前払費用 ・・・定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金 ・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金 ・・・従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期
負担額を計上しております。

（3）完成工事補償引当金 ・・・完成工事に係る契約不適合責任による費用に備えるため、当事業
年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上して
おります。
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（4）退職給付引当金 ・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務から中小企業退職金共済からの給付見込額を控除した額を退
職給付引当金として計上しております。なお、退職給付引当金及
び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（5）役員退職慰労引当金 ・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基
づく期末要支給額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
（1）建設事業
建設事業においては、工事請負契約を締結し当該契約に基づき、建築工事を行う履行義務を負っておりま

す。財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転することから、財又はサービスを顧客に移
転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進
捗度の測定は、発生した工事原価が履行義務の充足における進捗度に寄与し、概ね比例していると考えられる
ことから、各事業年度の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合（インプ
ット法）に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないも
のの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、
契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合、一定の
期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
（2）不動産事業
不動産販売については、顧客との売買契約に基づき不動産を引き渡す履行義務を負っているため、一時点で

充足される履行義務と判断し、当該引き渡し時点に収益を認識しております。
不動産賃貸については、「リース取引に関する会計基準」に従い、その発生期間に収益を認識しております。

（会計上の見積りに関する注記）
１．一定の期間にわたり収益を認識する方法における進捗度の見積り
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

一定の期間にわたり収益を認識する工事に係る完成工事高 5,629,321千円

（2）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①金額の算出方法

一定の期間にわたり収益を認識する工事は、各工事の期末日までに発生した工事原価が、予想され
る工事原価総額の合計に占める割合に基づいて算出し、完成工事高を計上しております。なお、工事
原価総額の見積りについては、当社は工事契約に関する実行予算によって算出しております。工事着
工後の完成に至るまでは、各現場において実際の発生原価と対比して適時・適切に工事原価総額の検
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討・見直しを行っております。
②金額の算出に用いた主要な仮定

実行予算作成時には、将来の気象条件や作成時点で入手可能な情報に基づき、施工条件や建設資材
価格等について仮定を設定し、作業効率を勘案して工種ごとに詳細に積み上げることによって工事原
価総額の見積りを行っております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
計算書類に大きな影響を与えるような大型工事においても適時・適正に工事原価総額の検討・見直

しを行っておりますが、気象条件、施工条件、建設資材価格、作業効率等さまざまな状況の変化によ
り将来の損益は見積金額と異なる可能性があるため、一定の期間にわたり収益を認識する工事による
完成工事高の計上額に影響を及ぼす可能性があります。

２．固定資産の減損
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（千円）
有形固定資産 4,422,710

無形固定資産 351,841

長期前払費用 423,462

減損損失 13,093

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

固定資産の減損損失の兆候の把握及び認識の判定にあたり、事業用資産については報告セグメント
を基準として、また、賃貸資産及び遊休資産については、個別の物件ごとにグルーピングを行ってお
ります。減損の兆候が識別された資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得
られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合は、帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可能価額は、正味売却価額
と使用価値のいずれか高い金額で算定しております。正味売却価額は、主として鑑定評価額や適切に
市場価格を反映していると考えられる指標を基礎として合理的に算定された金額から処分見込費用を
控除して算定しております。また、使用価値は、資産及び資産グループの継続的使用と使用後の処分
によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算出しております。
当事業年度においては、山口県宇部市における複合店舗建設計画に関し、事業計画の再検討を行っ
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た結果、従来の構想に基づく複合店舗建設計画の初期投資費用13,093千円は、今後使用の見込みがな
いと判断し、減損損失として特別損失に計上しました。

②重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フロー及び回収可能価額を算定するにあたり用いた主要な仮定は、賃貸収

入、賃貸原価及び割引率であります。これらは、物件の立地や規模、賃貸テナントの契約更新状況、
周辺地域の賃料動向、想定利回り等を踏まえ、見積りを行っております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
②で記載した主要な仮定は、当事業年度末時点で入手可能な情報に基づく最善の見積りであるもの

の、事業環境の変化などにより、上記見積り額の前提や仮定に変更が生じた場合には、減損損失の計
上が必要となる可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
１．完成工事未収入金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、当個別注記表

の「（収益認識に関する注記）３（1）契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 2,455,957千円

３．担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
建物 727,489千円
土地 388,291千円
計 1,115,780千円

1年以内返済予定の長期借入金 45,600千円
長期借入金 211,750千円
計 257,350千円

（損益計算書に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧
客との契約から生じる収益の金額は、当個別注記表の「（収益認識に関する注記）１．顧客との契約から生
じる収益を分解した情報」に記載しております。
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首(株) 増加 減少 当事業年度末(株)
普通株式 1,012,500 − − 1,012,500

２．自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首(株) 増加 減少 当事業年度末(株)
普通株式 − 110,000 104,400 5,600

（注）１．自己株式の増加110,000株は、2025年３月13日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得による
ものであります。

２．自己株式の減少104,400株は、ストック・オプションの行使によるものであります。

３．新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

４．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当の総額
（百万円）

１株あたり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2024年10月25日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 86 85 2024年７月31日 2024年10月28日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当の総額
（百万円）

１株あたり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年10月24日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 151 150 2025年７月31日 2025年10月27日
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（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 12,422千円
賞与引当金 36,552千円
退職給付引当金 29,289千円
役員退職慰労引当金 59,974千円
減価償却費超過額 151,234千円
資産除去債務 58,547千円
その他 36,065千円

繰延税金資産小計 384,086千円
評価性引当額 △3,654千円
繰延税金資産合計 380,431千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △39,631千円
その他 △8,494千円

繰延税金負債合計 △48,125千円
繰延税金資産純額 332,305千円

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに

伴い、2026年４月１日以後に開始する事業年度より「防衛特別法人税」が新設されました。
これに伴い、2026年４月１日以後に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等に係る繰

延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の30.5％から31.4％となりました。
この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
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（リースにより使用する固定資産に関する注記）
１．ファイナンス・リース取引
（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（借主側）

１年内 36,590千円
１年超 738,215千円
合計 774,806千円

（貸主側）
１年内 84,378千円
１年超 1,010,420千円
合計 1,094,798千円

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取り組み方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資産調達については、銀行等金融機関からの借
入や社債の発行によっております。デリバティブ取引は利用しておりません。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である完成工事未収入金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用リスクについては、与信管理規程に従
い、取引先の信用状況を定期的に把握しリスク低減を図っております。
投資有価証券は、非上場であり、発行体の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定

期的に発行体の財務状況等を把握し保有状況を継続的に見直しております。
敷金及び保証金は、主に賃貸不動産の不動産賃貸借契約に基づく敷金及び保証金であり、貸主の信用リ

スクに晒されております。当該リスクに関しては、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時、
その他適時に契約先の信用状況の把握に努めております。
営業債務である工事未払金は、全て一年内の支払い期日であります。借入金及び社債の使途は主に賃貸
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物件の購入に係る資金であります。
長期預り敷金は、不動産事業における賃借人(入居者)からのものであり、賃借人が退去する際に返還義

務を負うものであります。営業債務や借入金等の流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次に資
金計画を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。

２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、「現金及び預金」、「完成工事未収入金」、「未収入金」、「未収消費税等」、「工事未払金」、「未払金」、
「未払法人税等」、「預り金」は、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するこ
とから、「長期貸付金」、「リース債務」については、重要性が乏しいことから記載を省略しております。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

敷金及び保証金 269,940 171,784 △98,156
資産計 269,940 171,784 △98,156

社債 500,000 500,521 521
長期借入金（※１） 621,678 604,634 △17,044
長期預り敷金 597,979 499,898 △98,081

負債計 1,719,657 1,605,053 △114,604
（※１）長期借入金には、１年以内の返済予定分を含んでおります。
（※２）市場価格のない株式等は、上表に含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のと

おりであります。
区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 3,150

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金及び保証金 − 171,784 − 171,784

資産計 − 171,784 − 171,784
長期借入金 − 604,634 − 604,634
社債 − 500,521 − 500,521
長期預り敷金 − 499,898 − 499,898

負債計 − 1,605,053 − 1,605,053
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金及び保証金
将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しており、

レベル２の時価に分類しております。
長期借入金（一年以内返済予定を含む）及び社債
元利金の合計額を同様の新規発行・新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定して

おり、レベル２の時価に分類しております。
長期預り敷金
将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しており、

レベル２の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）
当社では、山口県その他の地域において、賃貸用のテナントビル等（土地・建物等）を所有しております。当

事業年度における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は405,629千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価
に計上）、減損損失は13,093千円（特別損失に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は次のとおりであります。

(単位：千円)

貸借対照表計上額
期首残高 4,108,795
期中増減額 664,952
期末残高 4,773,747

期末時価 5,359,655
（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま

す。
２．当事業年度の主な増加は建物の取得（597,900千円）、土地の取得（153,533千円）であり、減

少は減価償却費（227,765千円）であります。
３．期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、

その他の物件については固定資産税評価額に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整
を行ったものを含む。）であります。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

報告セグメント
合計

建設事業 不動産事業 計

一定の期間にわたり移転される財又

はサービス

5,629,321 − 5,629,321 5,629,321

一時点で移転される財又はサービス 254,637 504,060 758,697 758,697

顧客との契約から生じる収益 5,883,958 504,060 6,388,018 6,388,018

その他の収益 − 1,199,889 1,199,889 1,199,889

外部顧客への売上高 5,883,958 1,703,949 7,587,908 7,587,908
（注）その他の収益は、不動産賃貸収入であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「（重要な会計方針に関する注記）４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度
末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する
情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 74,789 180,245

契約資産 357,235 539,030

契約負債 134,671 75,966
（注）１．契約資産は、工事の進捗に応じて認識する収益の対価に対する権利のうち未請求に関するもので

あり、対価に対する権利が無条件となった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられま
す。
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２．契約負債は、顧客との工事契約について履行義務を充足していないが、支払条件に基づき受け取
った前受金に関するものであり、工事の進捗に応じて収益を認識するに伴い取り崩されます。

３．契約負債の期首残高の全額が当事業年度の顧客との契約から生じる収益に含まれます。
４．当事業年度における契約資産の増減は、収益認識（契約資産の増加）と、売上債権への振り替え

（同、減少）により生じたものであります。また、契約負債の増減は、支払い条件による前受金
の受領（契約負債の増加）と、収益認識（同、減少）により生じたものであります。

５．過去の期間に充足した履行義務から、当事業年度に認識した収益の金額に重要性はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当事業年度末において残存履行義務に配分した取引価格の総額は、256,000千円であります。当

該残存履行義務は建設事業における工事に関するものであり、1年以内に収益として認識すると見込
んでおります。なお、当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法
を適用し、当初予想される契約期間が１年以内の契約については注記の対象に含めておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）
役員及び個人所有株主等

種類 会社等の名
称又は氏名

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目
期末
残高

（千円）
役員

及びその
近親者

工藤博丈 （被所有）
直接 1.4 当社代表取締役

ストックオプシ
ョンの権利行使

（注）
1,803 − −

役員
及びその
近親者

杉田千佳子 （被所有）
直接 1.3 −

ストックオプシ
ョンの権利行使

（注)
1,703 − −

（注）2019年６月３日開催の臨時株主総会の決議に基づき付与されたストックオプションとしての新株予
約権の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額欄は、当事業年度における
新株予約権の権利行使による株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり情報
１株当たり純資産額 4,331.24円
１株当たり当期純利益 670.73円
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年9月11日

株式会社カドス・コーポレーション
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 城 戸 昭 博

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 髙 尾 圭 輔

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社カドス・コーポレーションの2024年8

月1日から2025年7月31日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年8月1日から2025年7月31日までの第27期事業年度における取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴ 監査役会は、監査の方針、監査の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受
けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行について報告を受け、必要に応じ説明を求めまし
た。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況
を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につき、定期的に報告を受け、必要に
応じ説明を求め、意見の表明をいたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

⑴ 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年9月12日

株式会社カドス・コーポレーション 監査役会
常勤社外監査役 安 江 隆 一
社 外 監 査 役 藤 浦 敏 明
社 外 監 査 役 木下結香子

以 上
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N

山口グランドホテル

ホテルアクティブ！山口

ホテルアムゼ新山口
新山口駅ビジネスホテル

高砂ハイム
COMODO小郡

グランクレール高砂

新幹線口

谷口ビル
タイムズカー
新山口駅前店

JR新山口駅

株主総会会場ご案内図
【 会 場 】 山口県山口市小郡黄金町１番１号

山口グランドホテル２階 ダイヤモンドの間
電話 083-972-7777

【 交 通 】 ＜JRご利用の場合＞
JR新山口駅 新幹線口より徒歩約３分
＜お車でお越しの場合＞
中国自動車道 小郡インターより約７分
山陽自動車道 山口南インターより約10分

障害等により、「合理的配慮」が必要な場合は、株主総会受付にお申し付けください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地球環境に配慮した
植物油インキを使用しています。
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